
 

 

 

 

第３８５回宮城県議会議案（追加提出分）に対する意見について 

 

 

 第３８５回宮城県議会（令和４年９月定例会）に提案される下記議案について，

地方教育行政の組織及び運営に関する法律（昭和３１年法律第１６２号）第２９条

の規定により知事から意見を求められたので，教育長に対する事務の委任等に関す

る規則（昭和３１年宮城県教育委員会規則第１２号）第３条第１項の規定により，

令和４年９月１４日に専決処分し，異議のない旨回答した。よって，同条第２項の

規定により報告する。 

 

記 

 

予算議案 

令和４年度宮城県一般会計補正予算（第７号分） 

 

 

令和４年１０月２５日提出 

 

 

          宮城県教育委員会教育長  伊 東 昭 代     

専決処分報告（１） 

－1－



－2－



１　補正予算の概要

２　事業の概要

　

第
７
号

県債

207,200

第３８５回宮城県議会議案（追加提出分）予算議案
～令和４年度９月補正予算の概要（教育庁関係分）～

1,680

一財 1,680

90,000

学校施設災害復旧事業【施設整備課】

■令和４年７月１５日からの大雨により被災した県立高校４校
の災害復旧に要する経費。
　※対象校：岩出山高校、本吉響高校、松山高校、小牛田農林高校

松島自然の家施設災害復旧事業【生涯学習課】

■令和４年７月１５日からの大雨により被災した松島自然の家
の災害復旧に要する経費。

指定文化財等災害復旧支援事業費【文化財課】

■令和４年７月１５日からの大雨により被災した指定文化財
（旧有備館および庭園（事業者：大崎市））の災害復旧に要す
る経費の一部を事業者へ補助するもの。

400,000

国庫 234,536

県債 117,200

48,264

県債 90,000

一財

単位：千円

補 正 額 財 源

158,901,774 163,091,622 163,583,302491,680 102.9%4,681,528

事　　　　業　　　　概　　　　要　　　　等区分

491,680

合計

合　　　　　　　　計 491,680

49,944

一般財源財源
内訳

【参考】

国庫支出金

234,536

単位：千円

令和３年度 令和４年度 比較

[D/A]9月現計予算額[A] 現計予算額[B] 計[B+C]=[D]
(第7号)

[D-A]
補正額[C]
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宮城県教育委員会に属する職員等の育児休業等に関する規則の一部改正について 

  

  

 宮城県教育委員会に属する職員等の育児休業等に関する規則（平成４年宮城県教

育委員会規則第２号）を別紙のとおり一部改正することとし，教育長に対する事務

の委任等に関する規則（昭和３１年宮城県教育委員会規則第１２号）第３条第１項

の規定により令和４年９月２２日専決処分した。よって同条第２項の規定により報

告する。 

 

 

令和４年１０月２５日提出 

 

 

宮城県教育委員会教育長 伊 東 昭 代     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

専決処分報告（２） 
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宮城県教育委員会に属する職員等の育児休業等に関する規則の一部改正の概要 

 

 

１ 改正理由 

地方公務員の育児休業等に関する法律（平成３年法律第１１０号）及び職員の育児

休業等に関する条例（平成４年宮城県条例第１２号）の一部が改正されたことに伴い，

所要の改正を行うもの 

 

２ 改正内容 

（１） 育児休業の取得回数制限の緩和に伴う手続きの改正 

① 育児休業の請求期限を，従前は原則「１か月前」であったものを，一定の要件 

 を満たす場合には「２週間前」までの請求を可能とするもの（第 3条第 1項第 1号） 

② 育児休業の取得回数制限が原則２回まで（現行：原則１回まで）とされたこと 

 に伴い，これまで２回目を取得するために必要としていた「育児休業等計画書」 

の提出に係る規定を削除するもの（第 3条の 2を削除） 

 

（２）非常勤職員の子が１歳以降の育児休業の取得の柔軟化（夫婦交替での取得等）

に伴う手続きの改正 

    非常勤職員の子が１歳以降の育児休業の請求期限を，従前は原則「２週間前」で

あったものを，取得の柔軟化に伴い，取得時期に応じて請求すべき期間を規定する

もの（第 3条第 1項第 2号及び第 3号） 

   

３ 施行期日 

令和４年１０月１日 
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育児休業の制度改正について 

（地方公務員の育児休業等に関する法律及び職員等の育児休業等に関する条例の一部改正概要） 

 

１ 改正内容 

（１）育児休業の取得回数制限の緩和 

現
行 

育児休業の取得回数は，原則１回まで 

（この他に，子の出生後５７日間（８週間）以内に１回取得可能） 

改
正
後 

育児休業の取得回数は，原則２回まで 

（この他に，子の出生後５７日間（８週間）以内に２回取得可能） 

   
 

 

（２）非常勤職員の子の出生後５７日以内の育児休業の取得要件の緩和 

現
行 

子が１歳６か月に達する日までの間に任期満了を迎えず，任命権者を同じとする職に採用されな

いことが明らかでないこと 

改
正
後 

子の出生後，５７日間の期間の末日から６か月を経過した日の間に任期満了を迎えず，任命権者

を同じとする職に採用されないことが明らかでないこと 

→現行制度と比較し，短い期間で任用されている非常勤職員の取得が可能となる 

 

 

（３）非常勤職員の子が１歳以降の育児休業の取得の柔軟化 

現
行 「子の１歳到達日の翌日」を，育児休業の初日とする場合のみ取得可能 

改
正
後 

子の１歳到達日の翌日を育児休業の初日とする場合のほか，配偶者が育児休業をする場合にあっ

ては，「配偶者の育児休業期間の末日の翌日以前の日」を育児休業の初日とする場合に取得可能 

→夫婦交替での取得が可能となる 

    

 

２ 施行期日 

 令和４年１０月１日 

参考１ 
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　１　育児休業の取得回数制限の緩和に伴う手続きの改正

　２　非常勤職員の子が１歳以降の育児休業の取得の柔軟化（夫婦交替での取得等）に伴う手続きの改正

現

行

出生 １歳

改

正

後

出生後57日目

出生後57日目

１歳６か月

１歳６か月

　　宮城県教育委員会に属する職員等の育児休業等に関する規則の一部改正内容

従前，原則１回までであったところを，原則２回まで取得可能となったことによる手続きの改正
① 請求期限の改正
② 「育児休業等計画書」提出に係る規定の削除

１歳出生

出生

現

行

改

正

後

出生後57日目

出生後57日目

出生

出生後57日間以内の育休

育休

出生後57日間

以内の育休①

育休①

育休②

育休

１歳到達日の翌日を初日とする

育休

配偶者の育休

(★規則改正)

夫婦交替で取得可能

参考２

育休

（主に，出産者の配偶者）

１か月前まで

に請求

★２週間前まで

に請求

出生後57日間

以内の育休②

★２週間前まで

に請求

１か月前まで

に請求

１か月前まで

に請求

１か月前まで

に請求

２週間前まで

に請求

★１か月前まで

に請求

２週間前までに請求

（★１歳到達日までに請求する場合のみ）

(★規則改正)

★育児休業が２回まで取得できることと

なったため，「育児休業等計画書」の提出

が不要となった

再度の育児休業を取得する場合，

「育児休業等計画書」の提出が必要だった
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宮
城
県
教
育
委
員
会
に
属
す
る
職
員
等
の
育
児
休
業
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

  
宮
城
県
教
育
委
員
会
に
属
す
る
職
員
等
の
育
児
休
業
等
に
関
す
る
規
則
（
平
成
四
年
宮
城
県
教
育
委
員
会
規
則
第
二
号
）
の
一

部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

　

第
三
条
第
一
項
中
「
法
第
二
条
第
一
項
に
」
を
「
同
項
に
」
に
、
「
第
三
条
第
八
号
」
を
「
第
三
条
第
七
号
」
に
、
「
条
例
第
二

条
の
三
第
三
号
」
を
「
次
」
に
改
め
、
同
項
に
次
の
各
号
を
加
え
る
。 

　

一　

当
該
請
求
に
係
る
子
の
出
生
の
日
か
ら
条
例
第
三
条
の
二
に
規
定
す
る
期
間
内
に
育
児
休
業
を
し
よ
う
と
す
る
場
合 

　

二　

条
例
第
二
条
の
三
第
三
号
に
掲
げ
る
場
合
に
該
当
す
る
場
合
で
あ
っ
て
、
当
該
請
求
を
す
る
日
が
当
該
請
求
に
係
る
子
の
一

　
　

歳
到
達
日
（
当
該
請
求
を
す
る
非
常
勤
職
員
が
同
条
第
二
号
に
掲
げ
る
場
合
に
該
当
し
て
す
る
育
児
休
業
又
は
当
該
非
常
勤
職

　
　

員
の
配
偶
者
が
同
号
に
掲
げ
る
場
合
若
し
く
は
こ
れ
に
相
当
す
る
場
合
に
該
当
し
て
す
る
法
そ
の
他
の
法
律
の
規
定
に
よ
る
育

　
　

児
休
業
の
期
間
の
末
日
と
さ
れ
た
日
が
当
該
請
求
に
係
る
子
の
一
歳
到
達
日
後
で
あ
る
場
合
は
、
当
該
末
日
と
さ
れ
た
日
（
当

　
　

該
育
児
休
業
の
期
間
の
末
日
と
さ
れ
た
日
と
当
該
法
そ
の
他
の
法
律
の
規
定
に
よ
る
育
児
休
業
の
期
間
の
末
日
と
さ
れ
た
日
が

　
　

異
な
る
と
き
は
、
そ
の
い
ず
れ
か
の
日
）
）
以
前
の
日
で
あ
る
場
合 

　

三　

条
例
第
二
条
の
四
の
規
定
に
該
当
す
る
場
合
で
あ
っ
て
、
当
該
請
求
を
す
る
日
が
当
該
請
求
に
係
る
子
の
一
歳
六
か
月
到
達

 

　
　

日
以
前
の
日
で
あ
る
場
合

　

第
三
条
第
四
項
中
「
第
三
条
第
八
号
」
を
「
第
三
条
第
七
号
」
に
改
め
る
。 

  
 

第
三
条
の
二
を
削
る
。

  

第
八
条
第
一
項
中
「
規
定
す
る
」
の
下
に
「
請
求
に
係
る
子
の
氏
名
等
を
証
明
す
る
」
を
加
え
、
同
条
第
二
項
中
「
お
い
て
、
」

 

の
下
に
「
同
項
中
」
を
加
え
る
。

　

第
九
条
の
見
出
し
中
「
育
児
休
業
等
計
画
書
」
を
「
育
児
短
時
間
勤
務
計
画
書
」
に
改
め
、
同
条
中
「
第
三
条
の
二
の
規
定
は
、
」

を
削
り
、
「
に
つ
い
て
準
用
す
る
」
を
「
は
、
育
児
短
時
間
勤
務
計
画
書
（
様
式
第
五
号
）
に
よ
り
作
成
す
る
も
の
と
し
、
当
該
育
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児
短
時
間
勤
務
計
画
書
は
、
前
条
第
一
項
の
育
児
短
時
間
勤
務
承
認
請
求
書
と
併
せ
て
所
属
長
を
経
由
し
て
県
教
育
委
員
会
に
提
出

 

す
る
も
の
と
す
る
」
に
改
め
、
同
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

２　

前
項
の
規
定
に
よ
り
提
出
し
た
育
児
短
時
間
勤
務
計
画
書
の
記
載
事
項
に
変
更
が
生
じ
た
場
合
に
は
、
遅
滞
な
く
、
そ
の
旨
を

 

　

所
属
長
を
経
由
し
て
県
教
育
委
員
会
に
届
け
出
る
も
の
と
す
る
。

　

第
十
三
条
第
一
項
中
「
（
様
式
第
五
号
）
」
を
「
（
様
式
第
六
号
）
」
に
改
め
る
。 

    
 

　
　
　
　
　

「

                
     

                
     

                
 

 
 

 

　

様
式
第
一
号
中  

 

　

を

                
     

      
 

                
 

」  
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 「

 
 

 

　

  
 

                    
 

 
                    

 
 

                    
 

 
                    

 
 

   

に
、　

 
 

　
　

 
 

  
 

　

                                                                                     

」　
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「                                                                                   
 

  
                    

  
    

を              
  

                    
                                                                               

 」

 

「  
 

　

    
  

　

 
 

に
改
め
、
同
様
式
（

  

 
 」

裏
面
）
中
「非
常
勤
職
員
の
任
期
の
更
新
等
に
伴
う
再
度
の

」
を
「職

員
の
育
児
休
業
等
に
関
す
る
条
例
第
３
条
第
７
号
に
掲
げ
る

事
情
に
該
当
し
て
す
る

」
に
、
「
（当

該
請
求
に
係
る
子
の
出
生
の
日
か
ら
５
７
日
間
に

職
員

（当
該
期
間
内
に
労
働
基
準
法

（昭
，

和
２
２
年
法
律
第
４
９
号

）第
６
５
条
第
２
項
の
規
定
に
よ
り
勤
務
し
な
か
っ
た
職
員
を
除
く

）が
当
該
請
求
に
係
る
子
に
つ
い

。

て
最
初
の
育
児
休
業
を
す
る
場
合
を
除
く

）に
は

」
を
「に

お
い
て
は

」
に
改
め
る
。 

 
。
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様
式
第
一
号
の
二
を
削
る
。

　

様
式
第
五
号
中
「様

式
第
５
号

」
を
「様

式
第
６
号

」
に
改
め
、
同
様
式
を
様
式
第
六
号
と
す
る
。 

 

　

様
式
第
四
号
の
次
に
次
の
一
様
式
を
加
え
る
。
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附　

則              
 

　

こ
の
規
則
は
、
令
和
四
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
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○ 

宮
城
県
教
育
委
員
会
に
属
す
る
職
員
等
の
育
児
休
業
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則　

新
旧
対
照
表 

改
正
案
（
新
）

現
行
（
旧
）

 
 

備 
 
 
 

考

 
 

 

第
一
条
及
び
第
二
条　

（
略
）

第
一
条
及
び
第
二
条　

（
略
）

 
 

 

 
 

 

　

（
育
児
休
業
の
承
認
の
請
求
手
続
）

　

（
育
児
休
業
の
承
認
の
請
求
手
続
）

　 

第
三
条　

職
員
が
、
法
第
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
育
児
休
業
の
承
認
を
受
け

第
三
条　

職
員
が
、
法
第
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
育
児
休
業
の
承
認
を
受
け

 

　

よ
う
と
す
る
と
き
は
、
育
児
休
業
承
認
請
求
書
（
様
式
第
一
号
）
に
請
求
に
係

　

よ
う
と
す
る
と
き
は
、
育
児
休
業
承
認
請
求
書
（
様
式
第
一
号
）
に
請
求
に
係

　

る
子
の
氏
名
、
生
年
月
日
及
び
職
員
と
の
続
柄
等
（
当
該
子
が
同
項
に　
　
　

　

る
子
の
氏
名
、
生
年
月
日
及
び
職
員
と
の
続
柄
等
（
当
該
子
が
法
第
二
条
第
一

 
 

文
言
整
理 

　
　
　

お
い
て
子
に
含
ま
れ
る
も
の
と
さ
れ
る
者
に
該
当
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は

　

項
に
お
い
て
子
に
含
ま
れ
る
も
の
と
さ
れ
る
者
に
該
当
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は

　

 

　

、
そ
の
事
実
。
以
下
同
じ
。
）
を
証
明
す
る
書
類
を
添
え
て
、
条
例
第
三
条
第

　

、
そ
の
事
実
。
以
下
同
じ
。
）
を
証
明
す
る
書
類
を
添
え
て
、
条
例
第
三
条
第

　

号
ず
れ 

　

七
号
に
掲
げ
る
事
情
に
該
当
し
て
育
児
休
業
の
承
認
を
請
求
す
る
場
合
を
除
き

　

八
号
に
掲
げ
る
事
情
に
該
当
し
て
育
児
休
業
の
承
認
を
請
求
す
る
場
合
を
除
き

 

　

、
育
児
休
業
を
始
め
よ
う
と
す
る
日
の
一
月
（
次　
　
　
　
　
　
　
　
　

に
掲

　

、
育
児
休
業
を
始
め
よ
う
と
す
る
日
の
一
月
（
条
例
第
二
条
の
三
第
三
号
に
掲

  

　

げ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
二
週
間
）
前
ま
で
に
所
属
長
を
経
由
し
て
宮
城
県
教

　

げ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
二
週
間
）
前
ま
で
に
所
属
長
を
経
由
し
て
宮
城
県
教

　

育
委
員
会
（
以
下
「
県
教
育
委
員
会
」
と
い
う
。
）
に
提
出
す
る
も
の
と
す
る

　

育
委
員
会
（
以
下
「
県
教
育
委
員
会
」
と
い
う
。
）
に
提
出
す
る
も
の
と
す
る

  

　

。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
県
費
負
担
教
職
員
に
あ
っ
て
は
、
市
町
村
教
育
委
員

　

。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
県
費
負
担
教
職
員
に
あ
っ
て
は
、
市
町
村
教
育
委
員

 
 

 

　

会
を
経
由
す
る
も
の
と
す
る
。

　

会
を
経
由
す
る
も
の
と
す
る
。　

　

一　

当
該
請
求
に
係
る
子
の
出
生
の
日
か
ら
条
例
第
三
条
の
二
に
規
定
す
る
期

　

（
新
設
） 

　

子
の
出
生
の
日
か
ら
五
七

　
　

間
内
に
育
児
休
業
を
し
よ
う
と
す
る
場
合 

 

日
間
以
内
に
育
児
休
業
を
し

　

二　

条
例
第
二
条
の
三
第
三
号
に
掲
げ
る
場
合
に
該
当
す
る
場
合
で
あ
っ
て
、

 

よ
う
と
す
る
場
合
の
請
求

　
　

当
該
請
求
を
す
る
日
が
当
該
請
求
に
係
る
子
の
一
歳
到
達
日
（
当
該
請
求
を

 

は
，
二
週
間
前
ま
で
に
行
う

　
　

す
る
非
常
勤
職
員
が
同
条
第
二
号
に
掲
げ
る
場
合
に
該
当
し
て
す
る
育
児
休

 

も
の
と
す
る
よ
う
改
め
る 

 
 

　
　

業
又
は
当
該
非
常
勤
職
員
の
配
偶
者
が
同
号
に
掲
げ
る
場
合
若
し
く
は
こ
れ

 

　

 

　
　

に
相
当
す
る
場
合
に
該
当
し
て
す
る
法
そ
の
他
の
法
律
の
規
定
に
よ
る
育
児

 

　

非
常
勤
職
員
の
子
が
一
歳

　
　

休
業
の
期
間
の
末
日
と
さ
れ
た
日
が
当
該
請
求
に
係
る
子
の
一
歳
到
達
日
後

 

以
上
に
お
け
る
育
児
休
業
の

　
　

で
あ
る
場
合
は
、
当
該
末
日
と
さ
れ
た
日
（
当
該
育
児
休
業
の
期
間
の
末
日

 

取
得
を
柔
軟
化
し
た
こ
と
に
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と
さ
れ
た
日
と
当
該
法
そ
の
他
の
法
律
の
規
定
に
よ
る
育
児
休
業
の
期
間
の

 

伴
い
、
育
児
休
業
の
承
認
の

　
　

末
日
と
さ
れ
た
日
が
異
な
る
と
き
は
、
そ
の
い
ず
れ
か
の
日
）
）
以
前
の
日

 

請
求
期
限
を
二
週
間
と
す
る

　
　

で
あ
る
場
合 

 

場
合
に
つ
い
て
整
理
す
る
も

　

三　

条
例
第
二
条
の
四
の
規
定
に
該
当
す
る
場
合
で
あ
っ
て
、
当
該
請
求
を
す

 

の 

　
　

る
日
が
当
該
請
求
に
係
る
子
の
一
歳
六
か
月
到
達
日
以
前
の
日
で
あ
る
場
合 

 
 

 
 

 

２
・
３　

（
略
）

２
・
３　

（
略
）

 

４　

県
教
育
委
員
会
は
、
育
児
休
業
の
承
認
の
請
求
に
つ
い
て
、
そ
の
事
由
を
確

４　

県
教
育
委
員
会
は
、
育
児
休
業
の
承
認
の
請
求
に
つ
い
て
、
そ
の
事
由
を
確

 

　

認
す
る
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
当
該
請
求
を
し
た
職
員
に
対
し
て
、

　

認
す
る
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
当
該
請
求
を
し
た
職
員
に
対
し
て
、

 

　

証
明
書
類
の
提
出
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
非
常
勤
職
員
が
条
例

　

証
明
書
類
の
提
出
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
非
常
勤
職
員
が
条
例

　

第
三
条
第
七
号
に
掲
げ
る
事
情
に
該
当
し
て
育
児
休
業
の
承
認
を
請
求
し
た
場

　

第
三
条
第
八
号
に
掲
げ
る
事
情
に
該
当
し
て
育
児
休
業
の
承
認
を
請
求
し
た
場

　

号
ず
れ　

 

 
 

 

　

合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

　

合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

 
 

 　

 

　

（
育
児
休
業
に
係
る
育
児
休
業
等
計
画
書
） 

　

 

　

（
削
る
） 

第
三
条
の
二　

条
例
第
三
条
第
五
号
の
計
画
は
、
育
児
休
業
等
計
画
書
（
様
式
第

　

再
度
の
育
児
休
業
取
得
に

 

　

一
号
の
二
）
に
よ
り
作
成
す
る
も
の
と
し
、
当
該
育
児
休
業
等
計
画
書
は
、
前

係
る
特
別
の
事
情
に
関
し
，

 

　

条
第
一
項
の
請
求
書
と
併
せ
て
所
属
長
を
経
由
し
て
県
教
育
委
員
会
に
提
出
す

育
児
休
業
等
計
画
書
に
よ
り

 

　

る
も
の
と
す
る
。 

申
し
出
た
場
合
の
規
定
を
削

　

 

２　

前
項
の
規
定
に
よ
り
提
出
し
た
育
児
休
業
等
計
画
書
の
記
載
事
項
に
変
更
が

除 

 
　

生
じ
た
場
合
に
は
、
遅
滞
な
く
、
そ
の
旨
を
所
属
長
を
経
由
し
て
県
教
育
委
員

 

 

　

会
に
届
け
出
る
も
の
と
す
る
。　

 
 

 
 

 

 
 

 

第
四
条
か
ら
第
七
条
ま
で　

（
略
）

第
四
条
か
ら
第
七
条
ま
で　

（
略
）

　

 
 

 　

（
育
児
短
時
間
勤
務
の
承
認
の
請
求
手
続
） 

　

（
育
児
短
時
間
勤
務
の
承
認
の
請
求
手
続
） 

 

第
八
条　

職
員
が
、
法
第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
育
児
短
時
間
勤
務
の
承
認

第
八
条　

職
員
が
、
法
第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
育
児
短
時
間
勤
務
の
承
認

 

　

を
受
け
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
育
児
短
時
間
勤
務
承
認
請
求
書
（
様
式
第
四
号
）
　

を
受
け
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
育
児
短
時
間
勤
務
承
認
請
求
書
（
様
式
第
四
号
）

 

　

に
第
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
請
求
に
係
る
子
の
氏
名
等
を
証
明
す
る
書
類
を

　

に
第
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

書
類
を

 
 

文
言
整
理 
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添
え
て
、
所
属
長
を
経
由
し
て
県
教
育
委
員
会
に
提
出
す
る
も
の
と
す
る
。
こ

　

添
え
て
、
所
属
長
を
経
由
し
て
県
教
育
委
員
会
に
提
出
す
る
も
の
と
す
る
。
こ

 
　

の
場
合
に
お
い
て
、
県
費
負
担
教
職
員
に
あ
っ
て
は
、
市
町
村
教
育
委
員
会
を

　

の
場
合
に
お
い
て
、
県
費
負
担
教
職
員
に
あ
っ
て
は
、
市
町
村
教
育
委
員
会
を

 
　

経
由
す
る
も
の
と
す
る
。 

　

経
由
す
る
も
の
と
す
る
。　

 
 

２　

前
項
の
請
求
を
し
よ
う
と
す
る
職
員
が
、
当
該
請
求
に
係
る
子
に
つ
い
て
、

２ 
 
 

前
項
の
請
求
を
し
よ
う
と
す
る
職
員
が
、
当
該
請
求
に
係
る
子
に
つ
い
て
、

 

　

既
に
育
児
短
時
間
勤
務
の
承
認
を
受
け
、
当
該
承
認
に
係
る
育
児
短
時
間
勤
務

　

既
に
育
児
短
時
間
勤
務
の
承
認
を
受
け
、
当
該
承
認
に
係
る
育
児
短
時
間
勤
務

 

　

の
終
了
の
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
一
年
を
経
過
し
な
い
者
で
あ
る
場
合
に
お

　

の
終
了
の
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
一
年
を
経
過
し
な
い
者
で
あ
る
場
合
に
お

 

　

い
て
は
、
第
三
条
第
二
項
の
規
定
を
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
項

　

い
て
は
、
第
三
条
第
二
項
の
規
定
を
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、　
　

 
 

文
言
整
理 

　

中
「
条
例
第
三
条
」
と
あ
る
の
は
、
「
条
例
第
十
一
条
」
と
読
み
替
え
る
も
の

　
　

「
条
例
第
三
条
」
と
あ
る
の
は
、
「
条
例
第
十
一
条
」
と
読
み
替
え
る
も
の

 

　

と
す
る
。 

　

と
す
る
。 

 

３　

（
略
） 

３　

第
三
条
第
四
項
本
文
の
規
定
は
、
育
児
短
時
間
勤
務
の
承
認
の
請
求
に
つ
い

 

 

　

て
準
用
す
る
。 

　

 

 
 

 　

（
育
児
短
時
間
勤
務
に
係
る
育
児
短
時
間
勤
務
計
画
書
） 

　

（
育
児
短
時
間
勤
務
に
係
る
育
児
休
業
等
計
画
書　
　

） 
 

第
九
条　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

条
例
第
十
一
条
第
六
号
の
計
画
は
、
育
児
短

第
九
条　

第
三
条
の
二
の
規
定
は
、
条
例
第
十
一
条
第
六
号
の
計
画
に
つ
い
て
準

　

「
育
児
休
業
等
計
画
書
」

　

時
間
勤
務
計
画
書
（
様
式
第
五
号
）
に
よ
り
作
成
す
る
も
の
と
し
、
当
該
育
児

　

用
す
る　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

を
「
育
児
短
時
間
勤
務
計
画

　

短
時
間
勤
務
計
画
書
は
、
前
条
第
一
項
の
育
児
短
時
間
勤
務
承
認
請
求
書
と
併

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

書
」
に
改
め
る
等 

 

　

せ
て
所
属
長
を
経
由
し
て
県
教
育
委
員
会
に
提
出
す
る
も
の
と
す
る
。 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

。 
 

２　

前
項
の
規
定
に
よ
り
提
出
し
た
育
児
短
時
間
勤
務
計
画
書
の
記
載
事
項
に
変

 
 

　

更
が
生
じ
た
場
合
に
は
、
遅
滞
な
く
、
そ
の
旨
を
所
属
長
を
経
由
し
て
県
教
育

 
 

　

委
員
会
に
届
け
出
る
も
の
と
す
る
。 

 
 

 
 

 

 
 

 

第
十
条
か
ら
第
十
二
条
ま
で　

（
略
）

第
十
条
か
ら
第
十
二
条
ま
で　

（
略
）

 
 

 

 
 

 

　

（
部
分
休
業
の
承
認
の
請
求
手
続
等
）

　

（
部
分
休
業
の
承
認
の
請
求
手
続
等
）

第
十
三
条　

職
員
（
県
費
負
担
教
職
員
を
除
く
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）

第
十
三
条　

職
員
（
県
費
負
担
教
職
員
を
除
く
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）

 

　

が
、
法
第
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
部
分
休
業
の
承
認
を
受
け
よ
う
と
す

　

が
、
法
第
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
部
分
休
業
の
承
認
を
受
け
よ
う
と
す

 

　

る
と
き
は
、
部
分
休
業
承
認
請
求
書
（
様
式
第
六
号
）
に
第
三
条
第
一
項
に
規

　

る
と
き
は
、
部
分
休
業
承
認
請
求
書
（
様
式
第
五
号
）
に
第
三
条
第
一
項
に
規

　

様
式
の
号
ず
れ　
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定
す
る
請
求
に
係
る
子
の
氏
名
等
を
証
明
す
る
書
類
を
添
え
て
、
部
分
休
業
を

　

定
す
る
請
求
に
係
る
子
の
氏
名
等
を
証
明
す
る
書
類
を
添
え
て
、
部
分
休
業
を

 
　

始
め
よ
う
と
す
る
日
の
一
月
前
ま
で
に
県
教
育
委
員
会
に
提
出
す
る
も
の
と
す

　

始
め
よ
う
と
す
る
日
の
一
月
前
ま
で
に
県
教
育
委
員
会
に
提
出
す
る
も
の
と
す

 
　

る
。　

 

　

る
。 

　

 

 
 

 

２
及
び
３　

（
略
）　

２
及
び
３　

（
略
）

 
 

 

 
 

 

第
十
四
条　

（
略
）

第
十
四
条　

（
略
）
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（
削
る
）　

           

 
 

 

　

 

          

 
 

 
 

 
 

 
 

様
式
第
二
号
か
ら
様
式
第
四
号
ま
で　

（
略
）

　

 

様
式
第
二
号
か
ら
様
式
第
四
号
ま
で　

（
略
）
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（
新
設
）

                        

 
 

　

 
 

－22－
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